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  第 ３ 条 中 「 環 境 創 造 局 総 務 部 経 理 経 営 課 長 （ 以 下 「 経 理 経 営 課

長 」 を 「 下 水 道 河 川 局 総 務 部 経 理 課 長 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 ５ 条 に

お い て 「 経 理 課 長 」 に 、 「 経 理 経 営 課 長 に 」 を 「 経 理 課 長 に 」 に

改 め る 。  

  第 ５ 条 中 「 経 理 経 営 課 長 」 を 「 経 理 課 長 」 に 改 め る 。  

  第 ７ 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 下 水 道 河 川 局 長 」 に 改 め る 。  

  第 １ 号 様 式 中 「 環 境 創 造 局 経 理 経 営 課 長 」 を 「 下 水 道 河 川 局 経  

 理 課 長 」 に 改 め る 。  

  第 ２ 号 様 式 中  

 「  

経 理 経 営  

課   長  

       」  

 を  

 「  

経 理 課 長  

       」  

 に 改 め る 。  

（ 地 方 公 営 企 業 法 の 財 務 規 定 等 を 適 用 す る 事 業 に 係 る 給 与 及 び 保

険 料 等 支 出 事 務 の 特 例 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 29 条  地 方 公 営 企 業 法 の 財 務 規 定 等 を 適 用 す る 事 業 に 係 る 給 与 及

び 保 険 料 等 支 出 事 務 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 規

則 第 33 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ４ 条 た だ し 書 及 び 第 ６ 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 下 水 道 河 川

局 長 」 に 改 め る 。  

  第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 環 境 創 造 局 総 務 部 総 務 課 長 」 を 「 下 水 道 河 川

局 総 務 部 総 務 課 長 」 に 改 め る 。  

  第 10 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 下 水 道 河 川 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 30 条  横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年

３ 月 横 浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 29 条 中 「 環 境 創 造 局 環 境 保 全 部 環 境 管 理 課 」 を 「 み ど り 環 境

局 環 境 保 全 部 環 境 管 理 課 」 に 改 め る 。  

  第 89 条 第 ９ 項 、 第 89 条 の ２ 第 ２ 項 及 び 第 90 条 の ６ 第 ４ 項 中 「 環

境 創 造 局 環 境 保 全 部 環 境 管 理 課 」 を 「 脱 炭 素 ・  GREEN × EXPO 推 進

局 脱 炭 素 社 会 移 行 推 進 部 脱 炭 素 計 画 推 進 課 」 に 改 め る 。  

  第 94 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 脱 炭 素 ・  GREEN × EXPO 推 進 局 長  

 、 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め る 。  

  別 表 第 10 備 考 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め
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る 。  

  第 ３ 号 様 式 注 意 ２ 及 び 第 ８ 号 様 式 注 意 ２ 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を

「 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 自 然 観 察 の 森 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 31 条  横 浜 自 然 観 察 の 森 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 61 年 ３ 月 横 浜 市 規 則  

 第 15 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 11 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 こ ど も 植 物 園 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 32 条  横 浜 市 こ ど も 植 物 園 規 則 （ 昭 和 54 年 ６ 月 横 浜 市 規 則 第 50 号  

 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ６ 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 農 政 事 務 所 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 33 条  横 浜 市 農 政 事 務 所 規 則 （ 昭 和 44 年 ９ 月 横 浜 市 規 則 第 81 号 ）  

 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ５ 条 第 １ 項 中 「 環 境 創 造 局 農 政 部 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 農 政

部 長 」 に 改 め 、 「 （ 以 下 「 所 務 」 と い う 。 ） 」 を 削 る 。  

  第 ８ 条 中 「 環 境 創 造 局 農 政 部 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 農 政 部 長 」

に 改 め る 。  

  第 10 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 動 物 園 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 34 条  横 浜 市 動 物 園 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 63 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 51  

 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ７ 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 み ど り 環 境 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 水 洗 便 所 設 備 資 金 助 成 及 び 貸 付 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 35 条  横 浜 市 水 洗 便 所 設 備 資 金 助 成 及 び 貸 付 規 則 （ 昭 和 55 年 ４ 月  

 横 浜 市 規 則 第 34 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 23 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 下 水 道 河 川 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 36 条  横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則  

 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 11 条 中 「 環 境 創 造 局 長 」 を 「 下 水 道 河 川 局 長 」 に 改 め る 。  

 （ 横 浜 市 環 境 創 造 局 下 水 道 事 務 所 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 37 条  横 浜 市 環 境 創 造 局 下 水 道 事 務 所 規 則 （ 昭 和 44 年 11 月 横 浜 市  

 規 則 第  110 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

    横 浜 市 下 水 道 河 川 局 下 水 道 事 務 所 規 則  

  第 １ 条 第 １ 項 中 「 環 境 創 造 局 下 水 道 管 路 部 」 を 「 下 水 道 河 川 局

下 水 道 管 路 部 」 に 改 め る 。  

  第 ２ 条 第 １ 号 中 「 環 境 創 造 局 下 水 道 管 路 部 管 路 保 全 課 」 を 「 下

水 道 河 川 局 下 水 道 管 路 部 管 路 保 全 課 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 環
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